
2020（令和2）年11月3日

原子力空母母港化の是非を問う住民投票を成功させる会 主催
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第１部：
3月に発生した
空母「セオドア・ルーズベルト」での集団感染に関しての
米報告書について。

「コロナ感染に関する
組織的対応についての米海軍司令部調査報告書」

第２部：
現在も続く、
米軍関係者のコロナチェック体制の問題について

パネラー：
呉東正彦（弁護士・当会共同代表）
春田明郎（医師・横須賀中央診療所）
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第１部 空母「セオドア・ルーズベルト」
コロナ感染に関する組織的対応についての

米海軍司令部調査報告書について
＜調査の結論と 明らかになった事実＞
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米海軍による調査の結論

（経緯：空母ルーズベルトは、母港の米サンディエゴを1月17日に出港し、3月5日にべトナムのダナン

に入港し9日出港。その後、洋上で感染者発覚。3月末にグァムへ寄港。）

１）ダナン寄港の判断は妥当。しかし感染の原因はダナン寄港と推測される。

２）艦長のダナン出港後３月２３日までの措置は妥当だったが、２４日以降の措置は不適切。

３）艦長のグァム寄港後の３月２９日の船内隔離区域からの乗組員の解放の措置が感染拡大に繋がった。

４）検査体制、隔離施設等の問題による乗組員の下船の遅れが感染拡大に繋がった。

５）最初に第７艦隊司令官が、グァムのホテル収容案よりも、沖縄に移送する案を優先的に検討したこ

とが、艦長らに不信感を発生させ、行動を遅らせた。

６）艦長のメールは不適切かつ効果なく、有害であった。

○ 勧告

クロージャー艦長 艦長に復職させず。事績は今後肯定的に扱われるべき。 4



当時の状況：米海軍による調査報告書より
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米海軍による調査報告書より
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米海軍による調査報告書より
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明らかになった事実①

１）１月１７日 原子力空母ルーズベルト サンディエゴ出航

２月７日 グァム入港

２月２５日 ベトナム国内では１６名の感染者。全てが退院した。

ＣＤＣ在ベトナム担当者に照会。

★２月に、第７艦隊は、艦船でコロナ感染者が大量発生した場合の寄港地として、

ホワイトビーチが最適だが、政治的に難しい。

横須賀は、収容できる施設が限られている。

グァムと想定したが、政治的問題は残る。

★３月４日インド洋司令部はベトナム黄色。国務省はレベル１。ベトナム渡航制限なし
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明らかになった事実②

２）３月５日ダナン入港、

★ルーズベルトとバンカーヒルの乗組員はホテルに宿泊。

（訪問はホテルと制限された場所のみ。）

ダナンでの交流行事

７日ベトナム人記者のルーズベルト乗艦訪問。（５・６日はバンカーヒル）

★３月８日、感染者の出たヴァンダホテルに宿泊した３７名、訪問した２名をチェックし、隔離する。

３月９日ダナン出航
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明らかになった事実③

３）９日から２３日までにクラーク基地からの航空便で２９人が到着したが、検査で陰性

★（後で４人が陽性となったが、調査で感染源とはなっていない。）

★出港後食堂での食事供給の仕方は一部セルフサービス中止。

ジム、売店、図書室、床屋、教会は普通のまま。

社会距離はとらず、とることは不可能と考える。

３月１４日 隔離した３９人は全て陰性

３月１７日 艦長グァム上陸は３ケース 通常、基地内、接岸＋制限区域のみ。

３月２２日 ３９人は陰性、隔離から解放される。
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明らかになった事実④

４）★３月９日から２３日までに９名の有症状者があった。

３月２４日以前に、３名の乗組員が、味覚臭覚障害のみ１週間と申告、不確かと判断。

３月２４日、３名が陽性の結果。２名が第１１航空部隊、１名が原子炉部門。

３９名の隔離された乗組員との濃厚接触者ではない。

ＵＳＡトゥディ ８名陽性と報道。

４月３日グァム寄港の予定を、全速力で２７日到着を目指す。

★ダイヤモンドプリンセス等のクルーズ船との違いを分析 個室大部屋、年齢構成
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明らかになった事実⑤

３月２５日、ヘリで陽性の４名を陸上に移送。

船内一部施設閉鎖。しかし社会的距離はとられず。→不適切。

★ グァムに４０００室が個人の２週間隔離のために必要と第７艦隊に伝えるが、

接岸のみなので、できないとの回答を受ける。

３月２６日 陽性者が８名から３３名に。

基地司令官、第９空母攻撃部隊司令官、陽性者の全員と、艦の作戦行動に必要な原子 炉管

理要員２０名も、真先に下船、隔離させる方針。

★ 艦長はグァム到着後、乗組員を全員下船させるとメール。

太平洋艦隊は、乗組員を全員検査する計画。

☆ 第３遠征軍（沖縄海兵隊）が、第７艦隊に対して、

沖縄の５０００室をルーズベルトの隔離室に提供すると提案する。
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明らかになった事実⑥

５）３月２７日、グァムに入港。３６名の陽性者が艦内に。。

☆ ３月２７日までに、横須賀のロナルドレーガンでは３名の陽性者が発生していた。

感染者、有症状者、原子炉要員等２６４名がまず下船して、隔離室に移動。

★ 他は計画なし。第７艦隊医官は、第９空母司令官に下船前全員検査を命令。

第７艦隊は、できるだけ速く、多くの乗組員を下船させ、全員を検査すべき。あるいは

できるだけ早く全員を検査して、下船させるべき。

太平洋艦隊は検査を、第７艦隊は下船を、ルーズベルト艦長は個室を、とバラバラ。

★隔離スペースと、検査体制の不足が、非感染乗組員の下船を遅らせることとなった。
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明らかになった事実⑦
６）３月２８日 ４６名が陽性。一部船外の臨時野外宿舎に、船の一部が隔離スペースに

乗組員が下船すると、居室と食料の問題が起こった。

第９空母司令官は、まず下船させ、その後に検査の方針決定。

★ コロナ検査キットが到着したが、１２ー１４日の準備が要求されていた。

（バッチテストの不完全性）

艦長は、食料が確保されるまでは下船させるべきではない。

ホテル個室に隔離することが最も迅速で効果的な方法と考える。４５００の個室必要第７艦隊は下船前に

検査が必要と説明。検査可能数。理解に混乱。

２日間、何が起きているのか、きちんと認識していなかった。

☆第７艦隊司令官は乗組員を沖縄に空輸する計画を命令し、第３遠征軍に、普天間基地 と、キャンプバト

ラーの宿舎を空けるように求めた。

ルーズベルト艦長は沖縄基地司令官に、５０００室を求め、５００室もないができることはするとの回答。
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明らかになった事実⑧
７）３月２９日 ５３名が陽性。ルーズベルト医官がコロナに敗北とメール。

★ 船内には４３８９名が残る。

艦長１０００名以上が艦内の後部隔離スペースにいるのは非効果的で隔離を停止する

太平洋艦隊と第７艦隊には知らされず。

→感染拡大に繋がった。

☆第９空母司令官は、グァムホテル利用を提案するが、第７艦隊は沖縄案を待てと回答

太平洋艦隊司令部は、９時間の空輸による感染拡大と日本政府との摩擦を原因に拒絶

★グァムホテルは すでに５３５室入居、１１５０室が入居可能。

（基地内施設は隔離が不十分でガイダンスを充足していない。）
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明らかになった事実⑨
８）３月３０日

★・ 艦長が上層部にメール 全ての乗組員に、速やかに、隔離室を。

・ 原子炉部門長が、艦外の施設、部門に懸念を表明。

→サンフランシスコ・クロニクルの記者３月３１日の記事を、４月１日０４００に発表

９）３月３１日

★・ 医療スタッフが、下船させるべきと、多数関係者にメール

４５００のベッドが必要。 （５０名の死者の可能性。）

太平洋艦隊がグァム政府とホテル交渉中であった。

地元団体が、海軍感染者を基地内に止めるよう、知事に要請。
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明らかになった事実⑩
１０）４月１日グァム政府知事が、グァム入国を許可。

４月２日 ４０００室のホテルの使用許可。入居開始。

★→ 下船が遅れたのも、感染拡大に繋がった。

メールは影響を与えなかった。

４月３日 艦長解任される。

乗組員が見送り、ＳＮＳにアップされる。

４５名の乗組員が、海軍病院で治療を受ける。６名が酸素吸入、

４月１３日 １名が死亡。

１１）全艦で１２４８名が感染した。

（海軍全体で５０隻でコロナ感染者が発生。）
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私達から見た問題点

・感染原因、出航時のチェック漏れ。

・狭く密な艦内での感染の急速な拡大。

・再寄港時の艦外隔離施設の不足、政治及び軍事との矛盾、

混乱による更なる感染の拡大。

その混乱は組織的なもので、

艦長ら現場責任者の責任に帰されるべきではない。

・感染情報公表、共有の必要性
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第2部
米軍関係者のコロナチェック体制の問題について

問題点１：米軍関係感染者情報の公表問題

問題点２：米軍関係者の、民間空港からの入国につい
ての問題と日本の検疫ルール

問題点３：米軍関係者の、基地内空港、港湾からの入
国についての問題
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報道記事：7月初旬
沖縄で基地内感染急増
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報道記事：
7月中旬・横須賀で、待機中の米軍関係者、
陽性判明
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報道記事：
7月下旬・米軍 陽性者発表開始
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報道記事：
7月末・米軍 直接入国者もＰＣＲ検査実施
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報道記事：
8月中旬・米軍関係者の民間空港入国時も
2週間待機。
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横須賀市の状況
•市内の状況（横須賀市発表）
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横須賀基地の状況
• 米軍発表数値の推移から
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横須賀基地の状況
• 横須賀市発表と米軍基地発表との比較

沖縄県での累計感染者
（11/2現在）
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問題点１：米軍関係感染者情報の公表問題①

３月２８日までに、横須賀基地関係で５名の感染者について、米軍から情報提供。

ところが米国防総省は３月３１日から各基地の感染者数を非公表としてしまった。

（おそらく、原子力空母ルーズベルトの感染問題が大きく報道されたことの影響）

４月２２日付のニューヨークタイムズ及び２３日付米国海軍協会のＵＳＮＩニュースは

原子力空母レーガン乗組員に１６名のコロナウィルス感染者が発生と報道した。

４月２２日在日米海軍フォート司令官は、フェィスブックの動画で、

『横須賀米海軍基地の管轄内では、３０人よりは少ない感染者数である。』と発言した。

原子力空母レーガンは、乗組員を２週間隔離した上で、５月５日に横須賀を出港、

５月１５日に帰港、５月２１日に出港

６月５日に帰港、６月８日に出港
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問題点１：米軍関係感染者情報の公表問題②
７月２１日に再び米軍は、各基地ごとの感染者の公表を開始した。

★ 感染者の属性や、感染・入国経路や、措置内容等が明らかになっていない。

★ 航海中の艦船乗組員や、民間の労働者は入っているのか。

８月１日、原子力空母レーガン、帰港、出港

８月２２日原子力空母レーガン グァム寄港（どこにも寄港しないとの予想に反して）

８月２７日に、原子力空母レーガンで複数のコロナウィルスの感染者が出て、在日米軍
基 地に移送された。

★ しかし、発生者数も、感染原因も、移送先も、その他の乗組員の状態も不明。

９月１０日夕に原子力空母レーガンが横須賀基地に帰港し、翌１１日朝出港

８月に感染数は急増したが、その後減少した。（別表参照）
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問題点１：米軍関係感染者情報の公表問題③

米軍関係者のコロナ感染者の発生原因

１、日本国内での感染者との接触による感染。

２、米国での感染者が、民間空港から日本に入国してくる場合

３、米国での感染者が、米軍基地内の空港等から日本に入国してくる場合

４、米軍艦船（日本・海外・航空便による感染者の乗船）内での発生感染者

の空輸・帰港
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問題点２：
米軍関係者の民間空港からの入国についての問題と
日本の検疫ルール①

１、１４日以内にコロナ感染による入国拒否対象国に滞在した外国人は
原則入国拒否、米国人も対象。

★米軍関係者は、日米地位協定によって入国拒否できない。

２、特段の事情があって入国が認められる場合、

１）査証の発給と、

２）９月１日以降、入国外国人には、出国前７２時間以内のＰＣＲ検査
の受診による陰性証明書の取得と提出が求められる。

★米軍人、家族、軍属には適用されないと外務省はいうが、民間空港か
らの入国なのだから日本の検疫ルールを適用すべきではないか。
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問題点２：
米軍関係者の民間空港からの入国についての問題と
日本の検疫ルール②

３、入国者には、水際対策（検疫）が求められる。

（陽性であった場合、隔離）

１）１４日以内にコロナ感染による入国拒否対象国に滞在した者は、

民間空港での入国時、ＰＣＲ検査を受けること。

検査結果が出るまで、原則空港内のスペース又は検疫所の指定する施設で待機。

２）全ての入国者に、入国後、１４日間の滞在場所の確保。

（陰性の場合）滞在場所まで、公共交通手段を使わずに移動。

これらを登録すること。

陰性でも14日間滞在場所（自宅等の個室隔離スペース）で待機して外出しない
こと
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問題点２：
米軍関係者の民間空港からの入国についての問題と
日本の検疫ルール③

７月１０日、海兵隊が、北谷町の民間ホテルを、入国時の隔離施設として使

用していることにつき、町が抗議。使用は７月１８日に使用終了。

７月１２日羽田空港で検査、結果判明前に、虚偽申告して民間航空機で岩国

空港に移動

★（結果が出るまで待機、公共交通機関での移動禁止に違反。）１４日防衛

省発表。

７月１９日午前、米海軍関係者が羽田空港に入国し、ＰＣＲ検査結果判明前

に米軍専用車両で市内の民間ホテルに移動し、同日午後陽性と判明した。

★（結果が出るまで待機違反）
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問題点２：
米軍関係者の民間空港からの入国についての問題と
日本の検疫ルール④

７月２１日 上地市長の厚生労働省、防衛省、外務省への要請

１）日本の検疫ルールを遵守するよう徹底して頂きたい。

２）市内の民間ホテルを検査結果判明前の待機場所として利用するのはやめてほしい。

８月１９日外務省日米地位協定室長が、上地市長を訪問して、以下の点の改善を報告

１）民間空港入国の米軍関係者がやむをえず施設区域外の宿泊施設を利用して移動制

限措置を実施する場合、ＰＣＲ検査結果判明までは空港検疫所にて待機する

２）宿泊施設が要請する場合には、検疫所長から発給される陰性証明書を、チェック

イン時に提示する
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問題点２：
米軍関係者の民間空港からの入国についての問題と
日本の検疫ルール⑤

１２月に６００人の米国からの労働者が原子炉等の定期修理作業のため横須賀に来て、市内

の民間ホテルに半年滞在する。（感染者拡大のおそれ １）

★１）

他の外国人と同様に、米国出国前のＰＣＲ検査による陰性証明書の提示を求めるべきである。

★２）

入国後のＰＣＲ検査、移動制限、１４日の待機期間の日本の検疫ルールを厳格に実施させ、

保健所等により確認させるべきである。
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問題点３：
米軍関係者の、
基地内空港、港湾からの入国についての問題①

★１、日本の検疫ルールが適用できない。

２、基地内空港、港湾からの入国について米軍は１４日間の隔離措置は実施していたが

★ 入国者が症状なき場合、ＰＣＲ検査をしていなかった。

７月２９日に、米軍関係者が、米軍基地内に直接入国する場合にも、

１）入国後１４日間の待機期間中に、

２）ＰＣＲ検査を受けることが、在日米軍と日本政府によって発表された。

★３、基地内空港、港湾からの入国者についても、米国出国前７２時間以内のＰＣＲ検査の受

診による陰性証明を求めるべきではないか。
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問題点３：
米軍関係者の、
基地内空港、港湾からの入国についての問題②

１１月に原子力空母レーガンが長期航海から帰港し、約５０００人の乗

組員が横須賀と岩国基地に上陸する。またその他の艦船も海外の港湾に寄

港したものが横須賀に帰港する。（感染者拡大のおそれ ２）

外国であるグァムに寄港し、複数の感染者が出たのだから、

米軍関係者の、基地内空港、港湾からの入国する場合と同様に、乗組員全

員に

★１）帰港前艦内で又は上陸後14日間の待機期間に、

ＰＣＲ検査による全員陰性を確認させ

★２）上陸後14日間の隔離措置を実施すべきである。 43



ご来場

ありがとうございます。

ご質問をお受けいたします。
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